
 
 

国立研究開発法人国立環境研究所客員研究員規程 

 
平成１６年 ３月 ４日 平15規程第2号 

平成２４年 ２月２８日改正 

平成２７年 ４月 １日改正 

平成２８年 ４月 １日改正 

令和  ２年 １月１７日改正 

令和  ３年 ３月２３日一部改正 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国立研究開発法人国立環境研究所（以下「研究所」という。）にお

いて必要な調査及び研究を適切に実施するため、当研究所以外の研究機関又は大学等

から研究者等を客員研究員として招へいするときの委嘱手続、委嘱期間、研究成果の

報告等に関し、必要な事項を定めるものである。 

 

（客員研究員） 

第２条  客員研究員とは、国内外の研究機関の研究員又は大学の教員等であって、研究

所に関連する分野において相当の研究実績を有し、かつ、当該研究の遂行に必要な高

度の専門的知識を有する者又は研究所の調査研究の推進のため特に必要と認められる

者のうちから、企画部長、連携推進部長、環境情報部長、領域長、気候変動適応セン

ター長又は福島地域協働研究拠点長（以下、この規程においてはユニット長という。

）の推薦に基づき理事長が委嘱した者をいう。 

 

（委嘱手続） 

第３条 ユニット長は、客員研究員を推薦しようとするときは、役職員のうちから所内共

同研究者を指名して客員研究員候補者調書・研究計画書（別に定める様式による。）を

提出し、理事長の承認を得るものとする。 

２ 理事長は、客員研究員を委嘱しようとするときは、当該客員研究員候補者本人の承認

を得るとともに、当該客員研究員候補者に所属機関がある場合はその所属する機関

の長の承認を得るものとする。 

 

（委嘱期間） 

第４条 客員研究員の委嘱期間は、1事業年度を限度とした期間であって、客員研究員候補

者本人及び所属する機関の長の承認を得た期間とし、再び委嘱することを妨げないもの

とする。 

 

（研究計画の変更） 

第５条 ユニット長は、客員研究員研究計画書を変更しようとするとき（軽微な変更を除

く。）は、客員研究員研究計画変更書（様式１による。）を提出するとともに、当該

客員研究員に所属機関がある場合はその所属する機関の長の承認を得るものとする

。 

 

（客員研究員の職務） 

第６条 客員研究員は、当該研究計画に基づき調査研究を行うものとする。 

 

（所内共同研究者）  

第７ 条 所内共同研究者は、客員研究員の調査研究の円滑な実施を図るため、 



調査研究の実施状況の把握及び調査研究に対する支援に係る業務を行う。 

 

（ 規則等の遵守） 

第８ 条 客員研究員は、研究所及び所内共同研究者の指示並びに法令及び研究所の規

程その他の定めに従わなければならない。 

２ 客員研究員は、特許法（昭和 34 年法律第 121 号）、実用新案法（昭和 34 年法

律第 123 号）、意匠法（昭和 34 年法律第 125 号）、種苗法（ 平成 10 年法律第 

83 号）又は著作権法（ 昭和 45 年法律第 48 号） 上の権利の確保が行われている

ものを除いて、調査研究を通じて知ることのできたすべての秘密について、客員研

究員の委嘱期間中及び終了後においても、外部に漏らしてはならない。 

３ 客員研究員は、資料、図面、電子媒体、研究資材、書類その他研究所の所有する物

品を、許可無く研究所外に持ち出してはならない。 

 

（施設等の使用） 

第９条 客員研究員は、前条の限りにおいて、研究所の施設、備品等（以下「施設等」と

いう。）を使用することができる。 

 

（旅費の負担） 

第１０条 客員研究員の招へいに係る旅費は、研究所の定めるところにより、研究所が負

担する。 

 

（諸謝金） 

第１１条 研究所は、研究所の定めるところにより、客員研究員に諸謝金を支給すること

ができる。 

 

（災害の補償）  

第１ ２ 条 客員研究員の責に帰すべき事由により生じた事故等に伴う災害の補償に関

しては、当該客員研究員及び当該客員研究員に所属機関がある場合はその所属機関

の責任において、措置するものとする。 

 

（ 研究施設等の損傷に対する賠償） 

第１ ３ 条 客員研究員の責に帰すべき事由により研究所の施設等に損傷を与えたとき

は、当該客員研究員及び当該客員研究員に所属機関がある場合はその所属機関に、

その損害の賠償を求めることができる。 

 

（研究成果の報告） 

第１４条 客員研究員は、研究を終了し、若しくは中止し、又は研究期間が終了したとき

は、速やかに客員研究員研究成果報告書（様式２による。）を理事長に提出するもの

とする。 

 

（ 研究成果の公表） 

第１５ 条 客員研究員は、研究所における当該研究業務に関する成果を公表しようと

するときは、あらかじめユニット長の了解を得るものとする。 

 

（知的財産の取扱い）  

第１ ６ 条 研究所と客員研究員又は客員研究員の所属機関との間に別段の合意がある

場合を除き、客員研究員が研究所における調査研究の過程又は結果 



として作製又は取得した知的財産の取扱いは、国立研究開発法人国立環境研究所知

的財産取扱規程に基づくものとする。 

 

 

附 則 

１ この規程は、平成１６年３月４日から施行する。 

２ 独立行政法人国立環境研究所客員研究員等規程（平成１３年４月１日規程第１４ 

号）は、廃止する。 

３ この規程の施行の際現に前条の規定による廃止前の独立行政法人国立環境研究所客

員研究員等規程第４条に基づき委嘱されている者は、独立行政法人国立環境研究所客

員研究員規程第４条に基づき委嘱された者とみなす。 

改正附則（平成１８年３月３１日） 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

改正附則（平成２３年３月３１日） 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。

改正附則（平成２４年２月２８日） 

この規程は、平成２４年２月２８日から施行する。

改正附則（平成２７年４月１日） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

改正附則（平成２８年４月１日） 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日をもって、国立研究開発法人国立環境研究所特別客員研究員規程 

（平成１６年３月４日規程第７８号）は廃止する。

改正附則（令和２年１月１７日） 

この規程は、令和２年１月１７ 日から施行する。 

改正附則（令和３年３月２３日） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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５．主な研究実施場所 
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